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１ 指定管理者制度の概要                                        

（１）導入の経過 

平成１５年の地方自治法改正により、公の施設の管理については「管理委託制

度」が廃止され、「指定管理者制度」が導入された。 

 

 旧管理委託制度 指定管理者制度 

管理運営の

主体 

①公共団体・公共的団体・地方

公共団体の出資法人に限定 

②条例で規定 

①民間事業者を含む幅広い団

体（法人格不問、ただし個人は除

く。） 

②議会の議決で指定 

施設の管理

権限 
市（教育委員会）が有する。 

指定管理者が有する。 

（管理の基準・業務の範囲は、

条例で定める。） 

施設の使用

許可 
市長（教育委員会）が許可する。 指定管理者が許可する。 

法的性格 管理の委託（公法上の契約） 
管理代行の委任指定（行政処

分） 

その他 
使用料の強制徴収、不服申立に対する決定及び行政財産の目的外

使用許可等は、市長等の権限となる。 

  

※公の施設の設置者としての責任は市にあることとなり、「利用者に損害を与え

た場合」には、指定管理者のみではなく、市にも責任が生じる。 

   従来は、公の施設の管理は公共団体及び公共的団体に限定されていたが、指定

管理者制度の創設により、民間企業を含む法人その他の団体に施設の使用許可も

含めて管理させることが可能となった。 

   ただし、その他に記載されているものは引き続き市長等の権限となり、指定管

理者がおこなうことはできない。 

 

（２）公の施設とは 

   公の施設とは、地方自治法第２４４条第１項において「住民の福祉を増進する

目的をもつてその利用に供するための施設」と定義されており、例えば庁舎、試

験研究所のように公の目的のために設けられたものであっても住民の利用に供

することを目的としないものは公の施設にはならない。また、住民の利用に供す

る施設であっても、例えば競輪場のように直接住民の福祉を増進するためのもの

でないものも公の施設にはならない。 

 

（３）指定管理者制度の目的 

   公の施設の管理に「民間の能力」を活用しつつ、「住民サービスの向上」を図る

とともに、「経費の削減」を図ること。 

 

（４）指定管理者制度の考え方 

   公の施設とは「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施

設（地方自治法第２４４条）」であり、指定管理者制度の導入効果を最大限に発揮

し、各施設の設置目的を「効果的」かつ「効率的」に達成し住民サービスの向上

を図る。 
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（５）利用料金制度について 

   利用料金は、指定管理者の収入となるため、指定管理者のノウハウや経営努力

を発揮することにより、施設のより効果的な活用を目的とするものであり、集客

力の向上や利用促進により増収を目指す施設等への導入を検討する。 

   利用料金は、条例の定めるところにより指定管理者が市長の了承を得て定める

ものとする。（地方自治法第２４４条の２第９項） 

 

２ 指定管理者制度運用委員会の組織について                               

（１）組織 

名  称 所 掌 事 務 構 成 員 

諫早市指定

管理者制度

運用委員会 

 

①公の施設の管理を直営によるか

又は指定管理者によるかの決定 

②指定管理者の候補者の選定を公

募によるか又は非公募によるか

の決定 

③募集要領の決定 

④指定管理者の候補者の選定 

⑤指定管理者制度導入施設の運用

状況確認 

⑥特に市長が必要と認める事項 

【委員長】副市長 

【委員】 

総務部長    企画財務部長 

こども福祉部長 健康保険部長 

地域政策部長  農林水産部長 

経済交流部長  建設部長 

教育次長 

諫早市指定

管理者選定

部会 

・選定にあたっての情報収集や選

定案を審議し、委員会に対し意

見又は助言を行う。 

【部会員】 

総務部長 

企画財務部長 

教育次長 

【臨時委員】 

学識経験者 

自治会 

婦人会 

 

  指定管理者制度運用委員会（以下「運用委員会」という。）は、指定管理者選定部

会（以下「部会」という。）を置くことができる。部会の運営は、諫早市指定管理者

選定部会運営要領に基づき定める。 

 

 

 

 

 

 

 

≪公の施設≫ 

・制度導入施設 

・直営施設 

・新設施設 

◎指定管理者制度導入の効果 

・住民サービス向上 

・利用促進・経費節減 

◎施設の適正管理 

・管理体制・利用者安全確保 

・指定管理者の財務状況等 

ＹＥＳ 指定管理 

Ｎ Ｏ 直  営 
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３ 指定管理者候補者の選定手続きについて                            

 

（１）指定管理者候補者の選定前の手続き 

 

≪選定単位の設定≫ 

  指定管理者は、必ずしも個々の施設ごとに選定しなければならないものではなく、

施設の設置目的、特性、地域性等の実情を考慮し、一の指定管理者が管理を行うこ

とによって、それぞれの施設の設置目的が効果的に達成されると考えられる場合に

は、諫早市指定管理者制度運用委員会の同意を得て、複数の施設を一体として選定

を行うことができることとする。 

 

≪募集の方法≫ 

幅広い参入の機会及び選定手続の公正性・透明性を確保するために、公募を原則

とする。 

  ただし、特別な事情等がある場合で、特定の団体等を指定することに合理的な理

由があれば非公募によることができる。 

 

【公募の方法】 

 ① 媒体等による周知 

  ア 市報、イ 諫早市ホームページ、ウ 市公式ライン  等 

 ② 公募に係る応募資格 

   法人その他の団体であること。（法人格の有無は不問。個人不可） 

   任意団体の場合は、諫早市内に活動の本拠を有する団体で、かつ、その構成員

の過半数が市内に住所を有するものであること。 

  ※有資格者の有無など、その他の応募要件については、施設の特性に応じ個別の

募集要項で別途規定 

 ③ 応募の制限 

   応募しようとする団体（共同事業体においては全ての構成団体）又は代表者が

次の項目に該当しないこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、

本市における入札参加を制限されているもの 

  イ 本市から指名停止を受け、又は受けることが明らかであるもの 

  ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産者であるもの又は債

務者として破産の申立がなされているもの 

  エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続中である

もの 

  オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続中である

もの 

  カ 市税、県税又は国税を滞納しているもの 

  キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行なうもの（団体

の経営・運営に事実上参加しているものを含む。） 
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【非公募とする理由】 

 ① 施設特性 施設の設置目的及び利用状況等の施設特性のため、特定の団体等を

指定することにより、施設の所期の目的を効果的に達成することが

相当程度見込まれる場合 

 ② 専 門 性 高度な専門性を要する場合 

 ③ 効 率 性 施設の設置目的又は構造上分割して管理することが非効率となる

場合 

 ④ 地域振興上の配慮 主に地域コミュニティ内の利用に供する施設であり、当該地域内の

住民又は住民の代表により構成される団体等に管理させる場合 

 

 以上のいずれかを満たすものとして市長が適当と認めるもの 

 

≪募集要項≫ 

  公募に当たっては、選定単位ごとに募集要項を作成する。 

  募集要項に規定する事項は、概ね別紙（標準書式）（ｐ９～）のとおりとし、施設

の設置目的・性格等を考慮して規定することとする。 

 

（２）指定管理者候補者の審査及び選定について 

≪選定における採点ルール≫ 

 

 指定管理者候補者の選定は、公募施設、非公募施設ともに基礎評価点９５点と委員

会評価点５点の計１００点満点で採点するものとする。 

 また、公募施設については、部会において基礎評価点を採点する。非公募施設につ

いては、所管部局において採点した点数を基礎評価点とする。 

 

（ア）公募施設における基礎評価点の採点方法 

   部会では、各委員が評価項目ごとに採点を行い、各委員の評価項目の合計点の

うち、最高点と最低点の委員の点数を除外し、残りの委員の平均点を基礎評価点

とする（小数点第１位を四捨五入する。）。なお、部会においては、審査の公平性

を担保するため、応募者名は伏せて審査する。 

   基礎評価点における採点基準は下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）運用委員会評価点の採点方法 

   運用委員会は、５点を持ち点とし、「より効果的、効率的に運用できる」、「施設

の特性を生かせる」又は「地域振興に資する」など総合的な観点からより適切な

応募者１者に５点の点数を付与するものとする。ただし、いずれの応募者も指定

管理者候補者に適さないと判断したときは、持ち点を付与しない。 

 

 

 

５：特に優れている  

４：満足できる  

３：普通である（条件を満たすと認められる） 

２：やや不満である（実現性に疑問がある） 

１：不満である（提案の意図が不明である。/実現可能性が小さい。） 
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（ウ）合格ライン 

   審査基準の１７項目すべてが標準であった場合、基礎評価点が５７点となるた

め、これを合格ラインとする。（「団体の経営状況は良好か」の審査項目は３を乗

じるため、標準の場合９点） 

   基礎評価点が５７点未満である場合は、失格とする。また、運用委員会におい

て、候補者に適さないと判断した場合は、候補者としない。 

 

 ≪審査フロー図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）指定管理者候補者の指定について 

 

≪指定の議決≫ 

  指定管理者の指定については、議会の議決を要する（地方自治法第２４４条の２

第６項）。 

 

≪指定期間≫ 

  指定管理者の指定については、原則として「５年間」とする。ただし、施設の性

質等によりこれにより難い場合は、この限りでない。 

  また、会社法上の合併、分割等により、新たな法人に指定管理者である法人の権

利義務が承継され、施設の管理運営体制に変更がないと認められる場合は、指定管

理者の地位の承継を承認するものとし、指定期間については、従前の指定管理者の

指定期間の末日までとする。 

 

≪指定管理料について≫ 

公募開始・申請受付 

指定管理者選定部会 

指定管理者制度運用委員会で候補者を選定する 

担当課審査 

※候補者に関する点数を各委員が採点し、その結果を意見として聴取する。 

市長へ報告 

税理士による経営状況審査 

※部会への審査結果報告 
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 ① 指定管理料については、利益（当該管理業務が適正に執行されたと認められる

場合に限る。）又は不足が生じても清算しない。 

   指定管理業務に係る利益が生じた場合、指定管理者は、市民サービス改善のた

めの新たな投資を行う等社会還元に努めるものとする。 

 ② 市は、指定管理者の利益が客観的にみて過大であると認められるときは、次年

度の指定管理料の積算において、指定管理者と協議し、適切な調整を図るものと

する。 

 

≪協定に伴う財政措置について≫ 

  地方自治法の規定のほか、総務省自治行政局長通知「指定管理制度の運用につい

て」（平成２２年１２月２８日付け総行経第３８号）において、指定管理者制度に関

する債務負担行為についての技術的助言があっており、本市の指定に伴う取扱いに

ついては、以下のとおり整理する。 

 (1) 新規の指定（行政処分）時には、「指定通知書」を交付することとし、当該通知

書内に指定にあたっての基本的事項（指定管理料は記載しないこと。）を明記す

ることとする。※別紙に附款として添付することも可とする。 

 (2) 協定については、原則単年度ごとに締結することとし、支出負担行為として整

理する時期は、当該協定の締結時とする。ただし、複数年度にわたる協定を締結

しようとするときは、債務負担行為を設定することを要する。 

 

≪参考≫ 

 Ⅰ 債務負担行為の設定状況（Ｒ３．４．１現在） 

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計 県内自治体 

設定 65.2％ 53.3％ 60.1％ 59.8％ 長崎県、長崎市、大

村市、島原市 

非設定 34.8％ 46.7％ 39.9％ 40.1％ 佐世保市 

（総務省「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」） 

 

 Ⅱ 地方自治法（抜粋） 

  （債務負担行為） 

 第２１４条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけ

るものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で

債務負担行為として定めておかなければならない。 

  （予算を伴う条例、規則等についての制限） 

 第２２２条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があ

らたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講

ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 

 ２ （略） 

  （支出負担行為） 

 第２３２条の３ 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為（こ

れを支出負担行為という。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしな

ければならない。 

 

 Ⅲ 「指定管理制度の運用について」（抜粋） 

（平成 22年 12月 28日付け総行経第３８号総務省自治行政局長通知） 

  「指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委
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託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること」 

 

≪指定管理者の評価について≫ 

  指定管理者が実施している公の施設の管理・運営について、定期的にモニタリン

グ及び評価を行うことは、指定管理者制度の効用最大化及び市民サービスの向上に

不可欠なプロセスであるため、以下の項目を基本とした指定管理者の自己評価、利

用者アンケート及びそれを踏まえた設置者評価を実施する。 

  これにより、市と指定管理者の意思疎通を図り、施設運営の最適化を図る。 

  ① 指定管理者の自己評価（年間１回実施） 

   ア 適切な実施体制の確保（職員研修、人員配置、労働条件 等） 

   イ 施設の適正な管理・運営（公平性、法令の遵守、自主事業 等） 

   ウ サービスの向上（利用者意見の把握、クレーム対応、接遇 等） 

   エ その他（地域連携、その他施設特性に応じた項目） 

  ② 利用者アンケート（随時実施・年間１回集計） 

   ア 職員の対応・マナー 

   イ 利用手続の利便性 

   ウ 施設の清潔さ 

   エ 施設・設備の管理 

   オ 全般的な満足度 等 

  ③ 設置者評価（年間１回実施） 

   ※自己評価項目と同様の項目で評価 

④ 指定管理者制度運用委員会評価（年間１回実施） 

 ※自己評価項目と同様の項目で評価 

 

≪協定の締結と印紙税≫ 

  指定管理者制度の性格は、仕事の完成を約する「請負」に当たらないことから、

協定書が地方自治法第２４４条の２に基づく指定管理者の業務の範囲内の内容を

記載したものであれば、その中に請負契約のような表現があっても、印紙税の課税

対象とはみなさないので、印紙の貼付は不要と解釈して差し支えない。 

 ※諫早税務署確認済 
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募集要項（標準書式） 
 

１ 指定管理者募集の目的 

 

２ 指定の対象となる施設の概要 

 (1) 施設の設置目的 

 (2) 施設の概要 

   ・名称及び所在地 

   ・設置年月日 

   ・規模、施設内容 

   ・付帯設備（駐車場等） 等 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 施設の管理運営に関すること 

  ※使用料の徴収委託（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２）

については、別途「指定公金事務取扱者」として指定し、委託契約を締結し、

告示が必要なことから、募集要項に明記する必要はないが、必要がある場合は、

下記(例)を参考に別途仕様書に規定する。 

  （例） 使用料の徴収及び払込については、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２に規定する指定公金事務取扱者として指定し、別途委

託契約を締結する。また、市は、同条第２項に基づき、告示する。 

 (2) 施設の設置目的を達成する為の事業実施に関すること 

  ※指定管理者が行う業務内容の詳細については、別に仕様書に規定する。 

 

４ 管理の基準 

 (1) 開業時間、休業日等 

 (2) 指定管理者が遵守する事項（公平性の確保、利用の制限、業務の一括委託の禁

止、関係法令の遵守、秘密保持義務、文書の管理及び保存、施設の目的外使用、

備品の取扱い 等） 

 

５ 経費に関する事項 

 (1) 指定管理料 

  (例) 指定管理料は、事業計画書及び収支計算書において提案があった金額に基

づき、年度ごとに市の予算の範囲内で、協定書において定める。 

     なお、指定管理料に対する経費の不足分については、指定管理者の負担と

する。 

 (2) 支払時期等 

 

６ 指定の期間 

 (1) 指定期間 

 (2) 指定の解除等 

  指定期間の途中であっても、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条
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の２第１１項に規定に基づき、管理を継続することが適当でないと認めるときは、

指定の取消し等を行うことがある。 

 

７ 責任の分担 

項目 市 指定管理者 

(1) 施設及び備

品等の修繕に伴

う経費負担 

事故・火災等によるもの 協議事項 

管理上の瑕疵に係るもの  〇 

建築物及び付属設備の修繕（大規

模修繕を除く。） 
協議事項 

建築物及び付属設備の大規模修繕 〇  

建築物及び付属設備の改装又は模

様替え（市長の承認を得た場合に

限る。） 

 〇 

備品等の修繕 協議事項 

消耗品の交換  〇 

(2) 利用者の施

設利用に伴う被

害への損害賠償 

管理上の瑕疵に係るもの  〇 

上記以外のもの 協議事項 

(3) 火災保険への加入 〇  

(4) 施設賠償責任保険等への加入  〇 

(5) 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

争乱、暴動、感染症その他の市又は指定管理者のいず

れの責めにも帰することのできない自然的又は人為

的な現象）に起因する減収 

〇  

(6) 上記のほか管理業務に要する経費  〇 

※上記(1)～(4)については標準的と思われる内容を定めているが、施設ごとに考

え方が異なるため、各施設の事情に応じて責任の分担を決定するほか、項目の追

加等を行うことができることとする。 

※上記(5)については、不可抗力に起因する「収入の減」だけではなく、「不用とな

った支出」も考慮した上で減収額を算定するものとし、この項目についての責任

は、市の分担とする。 

 

８ 応募に関する事項 

 (1) 応募資格 

 (2) 応募の制限 

   応募しようとする団体（共同事業体においては全ての構成団体）又は代表者

が次の項目に該当しないこと。 

   ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、本市における入札参加

を制限されているもの 

   イ 本市から指名停止を受け、又は受けることが明らかであるもの 

   ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産者であるもの又

は債務者として破産の申立がなされているもの 

   エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続中で

あるもの 
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   オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続中で

あるもの 

   カ 市税、県税又は国税を滞納しているもの 

   キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行なうもの（団体

の経営・運営に事実上参加しているものを含む。） 

 (3) 必要な資格等 

 

９ 募集及び指定に関する事項 

 (1) 募集及び指定のスケジュール（募集要項の配布、質問書の受付、現地説明会の

開催の有無、申請書の受付期間、選定結果の通知、指定管理者の指定 等） 

 (2) 申請書類（指定申請書、団体の概要調書、事業計画書、収支計算書、定款・寄

付行為・規約等、役員名簿、申請団体に係る過去３年間の事業報告書及び収支

計算書、法人の登記簿謄本、法人の過去３年間の財務諸表（貸借対照表・損益

通算書・キャッシュフロー計算書・附属明細表・財産目録）、市税等に滞納が無

いことを証する書類、必要な資格等に係る証明書の写 等） 

 (3) 指定管理者の候補者の選定（選定基準） 

 

10 留意事項 

 (1) 応募書類の取扱い 

 (2) 提出書類の著作権等 

 (3) 応募に係る費用負担 

 (4) 申請内容の変更の禁止 

 (5) 提出書類の規格 

 (6) 言語、通貨及び単位 

 (7) 失格 

 (8) 応募の辞退 

 

11 指定通知書及び協定書に関する事項 

 (1) 指定通知書 

   指定管理者の指定に当たり、指定の決定、指定期間及び指定に当たっての総括

的な指定条件を記した書面を通知する。 

 (2) 協定書 

   指定管理料その他具体的事項についての協定は、指定期間中の単年度ごとに締

結する。 

 

12 実績報告書の提出 

 

13 施設運営への関与 

 

14 その他の事項 

 (1) 業務継続が困難になった場合の措置 

 (2) 業務の引継ぎ 

 

15 配布資料 
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 (1) 業務仕様書 

 (2) 公の施設条例 

 (3) 公の施設条例施行規則 

 (4) 利用者及び使用料（利用料金）の実績 

 (5) 管理経費の内訳 

 (6) 施設の平面図 

 (7) その他 

 

16 応募に関する窓口（申請の提出先） 

 

17 提出期限 


